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※変更がある場合のみ

●変更交付決定通知書が交付された場合は、
事業完了日は変更交付決定通知書に記載され
ている事業完了日に変更になります。

●補助金交付決定通知書に記載されている事
業完了日までに上棟・竣工・内装施工完了でき
ないことがわかったら、事業完了日までに「補助
金変更交付申請書」（様式第５号）を提出し、知
事の承認を得てください。

●このほか、以下の事由が発生した場合も、事
業完了日までに「補助金変更交付申請書」（様
式第５号）を提出し、知事の承認を得てくださ
い。
◇交付決定された補助金額が変わる場合
◇施工業者が変更になる場合
◇その他

●事業完了日は年度を超えられません。

●補助金交付決定通知書が交付された日か
ら、補助金交付決定通知書に記載されている
「事業完了日」までの間に
◇構造材補助は上棟
◇省エネ割増は竣工
◇内装材補助は内装の施工を完了
してください。

ぐんまの木で家づくり支援事業　補助金交付手続きにかかるスケジュール
（例）

施工のスケジュール
補助金交付の
手続き

備　　　考
補助金交付の
スケジュール

補助金交付決定
通知書の交付日

上棟予定日の３０日前まで
　　（構造材補助・省エネ割増）
内装施工完了予定日の３０日前まで
　　（内装材補助）
　※購入を除く

当初の
　　上棟予定日（構造材補助）
　　竣工予定日（省エネ割増）
　　内装施工完了予定日（内装材補助）

変更後の
　　上棟予定日（構造材補助）
　　竣工予定日（省エネ割増）
　　内装施工完了予定日（内装材補助）

補助金交付決定
通知書に記載の
事業完了日

補助金変更交付
決定通知書に
記載の事業完了

日

補助金交付
申請書の提出
（申請者→県）

補助金交付決定
通知書の交付
（県→申請者）

補助金変更交付
申請書の提出
（申請者→県）

実績報告書の
提出

補助金額の確定
通知書の交付
および

補助金の振込

補助金変更交付
決定通知書の
交付

（県→申請者）

※変更がある場合のみ


